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基本契約書（案） 

  

 

大和市（以下「甲」という。）と、最優秀受注候補者である＿＿＿＿（以下「乙」

という。）は、北部浄化センター汚泥有効利用施設整備運営事業（債務負担行為）

（以下「本事業」という。）に関して、以下のとおり基本契約（以下「本契約」と

いう。）を締結する。 

 

（総則） 

第１条 本契約は、甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要

な基本的事項を定めることを目的とする。 

２ 甲及び乙は、本事業に関し、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければ

ならない。 

３ 本契約及び書面による通知は日本語で作成される。また、本契約の履行に関し

て甲及び乙間で用いる言語は日本語とする。 

４ 本契約の変更は、書面で行うものとする。 

５ 基本契約等、事業提案書及び募集要項等の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基

本協定及び事業契約、本契約締結に至るまでの甲及び乙が本事業に関して別途

合意した事項に係る書面、募集要項等（基本協定及び事業契約を除く。）、事業提

案書の順に解釈が優先する。ただし、事業提案書が募集要項等を上回る事項につ

いては、事業提案書が優先する。事業提案書に誤りが発見された場合又は事業提

案書が募集要項等に定めのない事項を含んでいる場合、甲及び乙はその取扱い

について協議する。 

６ 基本協定及び事業契約の間に矛盾又は齟齬がある場合には、①設計・建設工事

請負契約、維持管理・運営業務委託契約、②本契約、③基本協定の順に解釈が優

先するものとする。 

７ 乙が JV である場合においては、甲は、本契約に基づく全ての行為を企業体の

代表企業にのみ行うことで、甲が当該企業体を構成する全ての構成企業に対し

て行ったものとみなす。また、本契約に別段の定めがある場合を除き、構成企業

は、本契約に基づく全ての行為を、当該代表企業を通じて行わなければならな

い。 

８ 本契約に用いる用語については、本契約に別段の定めがある場合及び文脈上

別意に解するべき場合を除き、要求水準書にて定義される意味を有するものと

する。 

 



2 

 

（定義） 

第２条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 「事業者」とは、本事業を委ねる民間事業者をいう。 

(2) 「応募者」とは、事業者の選定にかかる募集に応募する者をいう。 

(3) 「本施設」とは、汚泥有効利用施設を含む北部浄化センター全体をいう。 

(4) 「維持管理・運営」とは、維持管理・運営事業者の責任において、本施設

の運転管理、保全管理及び修繕を適切に実施し、施設を健全に保ち、本事業

を営むことをいう。 

(5) 「運転管理」とは、維持管理・運営業務委託契約に基づいた性能を発現す

るために、本施設を安定的かつ安全に運転し、管理することをいう。 

(6) 「保全管理」とは、維持管理・運営業務委託契約に基づいた性能を維持す

るために、本施設の劣化防止、劣化測定及び劣化回復の諸機能を担う日常的

及び定期的な計画、点検、検査、修繕などの管理を行うことをいう。 

(7) 「修繕」とは、維持管理・運営業務委託契約に基づいた性能を維持するた

めに、劣化して使用困難となった施設の一部を再建設または取替を行うこ

とをいう。 

(8) 「本協定等」とは、本協定、事業契約、事業提案書、募集要項等（本協定

及び事業契約を除く。）及び本協定締結に至るまでの甲及び乙とが本事業に

関して別途合意した事項に係る書面の全てをいう。 

(9) 「事業契約」とは、基本契約、設計・建設工事請負契約、維持管理・運営

業務委託契約をいう。 

(10) 「基本契約」とは、本事業に関して甲及び事業者間で締結される基本契約

書をいう。 

(11) 「設計・建設工事請負契約」とは、甲及び設計・建設事業者の間で締結さ

れる設計・建設業務に係る契約をいう。 

(12) 「設計・建設事業者」とは設計・建設業務を請け負う構成企業（単独又は

JV）をいう。 

(13) 「設計・建設」とは、設計・建設事業者の責任において、設計・建設対象

施設の設計及び建設を適切に実施することをいう。 

(14) 「設計・建設工事請負契約確定の日」とは、設計・建設工事請負契約に全

ての契約当事者が記名押印した時点が属する日をいう。 

(15) 「維持管理・運営業務委託契約」とは、甲及び維持管理・運営事業者の間

で締結される維持管理・運営業務に係る契約をいう。 

(16) 「維持管理・運営事業者」とは、構成企業のうち、甲から維持管理・運営

業務を直接受託する構成企業（単独、JV 又は SPC）をいう。 
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(17) 「資源化物利活用実施事業者」とは、構成企業のうち、自らの責任で資源

化物の利活用を行う構成企業（単独又は JV）をいう。 

(18) 「資源化物」とは、要求水準を満たした上で生じた、燃料等に用いること

ができる物をいう。 

(19) 「事業提案書」とは、本事業に関する提案が記載された書面の全てをいう。 

(20) 「募集要項等」とは、募集要項、要求水準書、評価基準、本協定、事業契

約及び様式集をいう。 

(21) 「最優秀受注候補者」とは、評価委員会による評価の結果、甲より優先交

渉権を与えられた者をいう。 

(22) 「構成企業」とは、事業者を構成する企業をいう。 

(23) 「代表企業」とは、構成企業の中から、応募者を代表して応募手続等を行

う者をいう。 

(24) 「SPC」とは、本事業の維持管理・運営業務の実施を目的として事業者によ

り設立される会社（Special Purpose Company）をいう。 

(25) 「JV」とは、複数の企業からなる共同企業体（Joint Venture）をいう。 

(26) 「協力企業」とは、構成企業から設計・建設、維持管理・運営の主な部分

を除く業務委託を受ける企業をいう。 

(27) 「評価委員会」とは、「北部浄化センター汚泥有効利用施設整備運営事業（債

務負担行為）に係るプロポーザル評価委員会」をいう。 

 

（事業の概要等） 

第３条 本事業の概要は、別紙１記載のとおりとする。 

２ 本事業において、乙が行う業務は、別紙１及び別図に記載のとおりとする。 

３ 乙は、日本国の法令を遵守し、監督官庁との協議がある場合には自らの費用と

責任においてこれを行い、事業契約を履行しなければならない。 

 

（公共事業としての趣旨の尊重） 

第４条 甲及び乙は、本事業が下水道事業としての公共性を有し、公共事業として

実施されることを理解し、その趣旨を尊重する。 

 

（役割及びリスク分担） 

第５条 本事業の遂行において、乙は、要求水準書及び事業提案書において示され

た各自の役割を果たすほか、それぞれ、次の各号に定める役割及び業務実施責任

を負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。 

(1) 代表企業は、設計・建設事業者、維持管理・運営事業者及び資源化物利活

用実施事業者を兼ねなければならない。また、設計・建設事業者、維持管理・
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運営事業者及び資源化物利活用実施事業者の全部又は一部が JV の場合は、

当該 JV に参加する全ての構成企業（以下、個別に又は総称して「JV 構成企

業」という。）の中で代表企業の出資比率は他の JV 構成企業の出資比率を下

回らないものとする。 

(2) 設計・建設事業者は、甲から別紙１記載の汚泥有効利用施設の設計・建設

に関する一切を一括して請け負い、設計・建設工事請負契約、要求水準書及

び事業提案書に基づき設計・建設に関する業務の一切を自らの責任において

履行する。設計・建設事業者は、設計・建設工事請負契約に基づき甲に対し

て負う責任について、設計・建設事業者相互に連帯して責任を負う。 

(3) 維持管理・運営事業者は、甲から別紙１記載の本施設の維持管理・運営に

関する業務の一切を受託し、維持管理・運営業務委託契約、要求水準書及び

事業提案書に基づき維持管理・運営に関する業務の一切を自らの責任におい

て履行する。維持管理・運営事業者は、維持管理・運営業務委託契約に基づ

き甲に対して負う責任について、維持管理・運営事業者相互に連帯して責任

を負う（維持管理・運営事業者が SPC の場合は、SPC に出資する全ての構成

企業（以下、個別に又は総称して「出資構成企業」という。）は SPC と連帯し

て責任を負う。）。 

(4) 乙が事業提案にて資源化物の利活用を行う場合は、資源化物利活用実施事

業者は基本契約、要求水準書及び事業提案書に基づき、資源化物利活用実施

事業者の責任において利活用を行う。資源化物利活用実施事業者が JV の場

合は、甲に対して負う責任について、資源化物利活用実施事業者に係る JV 構

成企業相互に連帯して責任を負う。 

(5) 構成企業間において、本事業に係る業務の責任分担について問題が発生し

た場合は、構成企業は代表企業による構成企業間の調整に協力しなければな

らない。また、乙の中のいずれか又は複数の責めに帰すべき事由によって、他

の構成企業に損害が発生した場合は、構成企業間で解決するものとし、損害を

被った構成企業は、甲に対して損害の賠償を求めることはできない。 

２ 前項の定めにかかわらず、乙は、別紙１記載の維持管理・運営期間（以下「維

持管理・運営期間」という。）において、本施設が要求水準書及び事業提案書に

定められた性能を発揮することを連帯して保証する。 

３ 甲及び乙との間の責任分担は、事業契約及び要求水準書のいずれにも定めが

ない場合、実施方針のリスク分担表を参考に両者協議の上、定めるものとする。 

 

（SPC の運営等） 

第６条 乙が SPC を設立する場合、乙は、維持管理・運営業務委託契約の締結日に

おいて、SPC が次の各号の条件で設立・維持されていることを表明・保証すると
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ともに、以降もこれを維持し、運営することを甲に対して連帯して、誓約する。 

(1) SPC は会社法（平成 17 年法律第 86 号。以下「会社法」という。）上の株式

会社であるところの取締役会設置会社、監査役設置会社、会計監査人設置会

社とすること。 

(2) SPC の本店所在地を大和市内とすること。 

(3) SPC 担当する業務は、維持管理・運営業務のみとし、SPC の目的をその事業

範囲に限定すること。 

(4) SPC の株式は譲渡制限株式の１種類とし、SPC の定款に会社法第 107 条第

２項第１号所定の定めを規定すること。 

(5) SPC の設立時の資本金の金額は経営に必要かつ適切な規模とし、SPC の設

立日以降本事業期間終了までの間、これを維持すること。 

(6) 維持管理・運営業務を行う構成企業の全員からの出資が維持されているも

のとする。 

(7) 構成企業以外の者が SPC に出資していないこと。 

(8) 代表企業の議決権保有割合が 100 分の 50 を超えるものであること。 

(9) 設立時の SPCの株主の構成及び出資額は別紙２に記載するとおりであるこ

と。 

(10) SPC の維持にあたって、出資構成企業は原則として変更できないこと。た

だし、出資構成企業のいずれかが債務超過に陥った場合、資金繰りの困難に

直面した場合等やむを得ない事情により出資構成企業の SPCへの出資が困難

な事態となった場合には、代表企業は直ちに甲に通知するとともに、他の出

資構成企業と連帯して必要な出資金を確保し、SPC を維持しなければならな

い。 

(11) 乙は、SPC の取締役及び監査役等の役員が選任され、又は改選された場合、

これを SPC から甲に報告させること。 

２ SPC は、SPC に関して会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る事

業報告とその附属明細書及び計算書類とその附属明細書並びに公認会計士若し

くは監査法人の監査報告書又は会計監査人の会計監査報告を事業年度ごとに確

定後１箇月以内に提出するとともに、甲からの要望に従い必要な説明を行うも

のとする。 

３ 乙が SPC を設立する場合であって、当該 SPC が債務超過に陥った場合、又は

資金繰りの困難に直面した場合には、乙は、乙の全部若しくは一部が連帯して、

又は乙のうちいずれかの構成企業が単独で、SPC を倒産させず、SPC が維持管理・

運営業務委託契約上の債務を履行できるよう、SPC への追加出資、劣後融資その

他甲が適切と認める支援措置を講じるものとする。 

４ 乙が SPC を設立する際、出資構成企業は、本契約の終了に至るまで、次の各号
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所定の行為を行うことはできない。ただし、事前にその旨を甲に対して書面によ

り通知し、その承諾を得た上で、これを行うことができるものとする。この場合

において甲に対して行う通知には、当該行為の内容、当該行為の相手方、新しく

株主又は筆頭株主になる者の所在地及び社名並びに当該行為後の SPC の議決権

比率その他甲が必要と認める事項を記載するものとする。 

(1) 第三者（設立時の他の株主を含む。）に対する SPC の株式の譲渡、担保権設

定又はその他の処分 

(2) 設立時の株主以外の第三者に対する新株又は新株予約権の発行その他の

方法による SPC への資本参加の決定 

(3) 代表企業の議決権保有割合が 100分の 50以下となるか又は代表企業が SPC

の筆頭株主でなくなる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資 

５ 乙は、前項の定めるところに従って甲の承諾を得て前項各号のいずれかの行

為を行った場合には、当該行為に係る契約書その他甲が必要とする書面の写し

を、その締結後速やかに、別紙様式の出資者誓約書を添えて、甲に対して提出す

るものとする。 

 

（設計・建設工事請負契約、維持管理・運営業務委託契約、資源化物売買契約の締

結） 

第７条 乙は、甲との間において、次の各号に定める契約を締結する。 

(1) 設計・建設工事請負契約 

設計・建設事業者は、本契約締結後、甲との間で設計・建設工事請負契   

約を締結する。 

(2) 維持管理・運営業務委託契約 

維持管理・運営事業者は、本契約及び設計・建設工事請負契約の締結後、

維持管理・運営業務の開始に先立ち、甲との間で維持管理・運営業務委託契

約を締結する。 

(3) 資源化物売買契約 

維持管理・運営事業者は、資源化施設の稼働に先立ち、甲との間で資源化

物売買契約を締結する。 

２ 甲及び乙は、設計・建設工事請負契約、維持管理・運営業務委託契約、資源化

物売買契約締結後も本事業の遂行のために協力する。 

３ 第１項の定めにかかわらず、設計・建設工事請負契約、維持管理・運営業務委

託契約、資源化物売買契約の締結前に、①乙の全部若しくは一部が基本協定第７

条第３項の各号所定のいずれか（以下「デフォルト事由」という。）に該当する

場合（なお、「最優秀受注候補者」とあるものは「事業者」と、また「本協定」

とあるものは「事業契約」と読み替えて適用する。）、又は②募集要項に定める参
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加資格要件を満たしていないか、若しくは満たさなくなった場合は、甲は、設

計・建設工事請負契約及び維持管理・運営業務委託契約、資源化物売買契約を締

結しないことができるものとする。 

４ 前項の事由が発生した場合において、乙は、甲の請求に基づき、本事業の契約

予定金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の 100 分の 10 に相当する金額

の違約金を甲に支払う義務を構成企業間で連帯して負担するものとする。なお、

当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、甲が被った損害のうち、当該違

約金により回復されないものがあるときは、その部分について甲が乙に対して

損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、前項の事由を発生

させた構成企業の損害賠償債務もその他の構成企業は連帯して負担するものと

する。ただし、次の各号のいずれかに掲げるときは、損害賠償の請求を行うこと

ができない。 

(1) 排除措置命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項第３

号に規定する行為に該当するとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、甲が特に損害がないと認めるとき。 

 

（設計・建設業務） 

第８条 設計・建設業務の概要は、別紙１記載のとおりとする。 

２ 別段の合意がある場合を除き、設計・建設事業者は単独又は JV として設計・

建設工事請負契約の定めるところに従い、設計・建設工事請負契約締結後速やか

に設計・建設業務に着手し、設計図書を甲に提出し、甲の確認を得た上、建設工

事完了日までに汚泥有効利用施設を完成させて甲に引き渡し、設計・建設業務を

完了する。 

３ 設計・建設事業者は、汚泥有効利用施設の引渡し後も、設計・建設工事請負契

約の定めるところに従い、汚泥有効利用施設の契約不適合責任を負担する。 

４ 第５条第２項により、乙は、本施設が要求水準書及び事業提案書に定められた

性能を発揮することを連帯して保証するものであるため、設計・建設事業者及び

維持管理・運営事業者は、維持管理・運営事業者が要求水準書及び事業提案書に

定められた本施設に関する性能を発揮させることができない原因が、本施設の

契約不適合によるのか、又は維持管理・運営事業者の義務の不履行によるのか判

別できないことを理由として、前項及び第９条第３項の規定による義務の負担

を免れることはできない。 

 

５ 維持管理・運営事業者が要求水準書及び事業提案書に定められた本施設に関

する性能を発揮させることができない原因が、本施設の維持管理・運営開始日後

に発生した不可抗力（本施設の契約不適合は含まれない。）又は設計・建設事業
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者及び維持管理・運営事業者以外の者（ただし、その者の責めに帰すべき事由が、

設計・建設工事請負契約又は維持管理・運営業務委託契約の規定により、設計・

建設事業者又は維持管理・運営事業者の責めに帰すべき事由とみなされる者を

除く。）の責めに帰すべき事由によることを、設計・建設事業者又は維持管理・

運営事業者が明らかにした場合には、前２項の規定は適用しない。 

６ 前各項の定めるところのほか、設計・建設業務の詳細は、設計・建設工事請負

契約、要求水準書及び事業提案書の定めるところに従うものとする。 

 

（維持管理・運営業務） 

第９条 維持管理・運営業務の概要は、別紙１記載のとおりとする。 

２ 別段の合意がある場合を除き、維持管理・運営業務に係る業務遂行期間は、別

紙１記載の維持管理・運営期間とする。 

３ 維持管理・運営事業者は、維持管理・運営期間において、維持管理・運営事業

者が維持管理・運営業務委託契約に基づき負担する性能保証義務を確実に履行

する。 

４ 前各項の定めるところのほか、維持管理・運営業務の詳細は、維持管理・運営

業務委託契約の定めるところに従うものとする。 

 

（後継企業の確保） 

第 10条 ある構成企業が本契約に基づき締結した事業契約について当該構成企業

の倒産等の事由により本来の本契約期間満了前に終了し又はその義務を履行で

きないおそれがあると甲が合理的に判断した場合、甲は、代表企業に対して、そ

の後継企業を探すよう要請することができる。なお、代表企業の要請に従い、他

の構成企業は、後継企業の確保のため最大限の協力しなければならない。 

２ 前項の要請があった場合、代表企業は、甲が合理的に満足する後継企業を最大

限の努力をもって探すこととし、甲が承諾をした場合（ただし、甲は承諾の義務

を負わない。）には、当該後継企業に本事業に関連する契約上の地位を承継させ

るよう最大限の努力をするものとする。 

 

（計算書類等の提出等） 

第 11 条 甲から要請があった場合、代表企業は、自ら又は他の構成企業に関する

計算書類及びその附属明細書の写しを代表企業を通して甲に提出しなければな

らない。なお、当該構成企業が監査法人又は公認会計士による監査を受けている

場合は、監査法人又は公認会計士が監査を行った計算書類及びその附属明細書

を甲に提出するものとする。 
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（権利義務の譲渡等） 

第 12 条 乙は、事前に甲の書面による承諾を得た場合を除き、本契約により生じ

る権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することがで

きない。 

 

（再委託等） 

第 13条 乙は本契約に基づき締結した事業契約に基づき受託し又は請け負った業

務に関し、当該契約に定める場合を除き、第三者に対してその業務の全部または

大部分を一括して委託し又は請け負わせてはならない。 

 

（損害賠償と連帯保証） 

第 14 条 甲又は乙が本契約のいずれかの規定に違反し、これにより相手方が損害

を被った場合には、当該損害を被った者は相手方にかかる損害の賠償を請求で

きる。本項に基づく損害賠償請求権は、本契約が終了した場合又は解除された場

合であっても消滅しない。 

２ 本契約及び事業契約に基づく乙の甲に対する金銭債務その他の本事業に関連

する損害賠償支払義務及び違約金支払義務その他の金銭債務（以下「主債務」と

いい、かかる主債務を負担する構成企業又は SPC を「主債務者」という。）につ

いては、対象業務を担当する全構成企業が連帯して責任を負うものとし（維持管

理・運営業務委託契約において SPC が維持管理・運営事業者となる場合は、出資

構成企業が SPC と連帯して責任を負うものとし）、甲は、対象業務を担当する乙

に対して、甲が被った損害の範囲内において、その全額について賠償請求できる

ものとする（以下「連帯保証債務」という。）。 

３ 連帯保証債務は、主債務に係る担保又は他の保証により変更されず影響も受

けないものとする。いずれの構成企業も、甲がその都合によって担保又は他の保

証を変更・解除しても、前項に定める連帯責任の免責を主張してはならない。 

４ いずれの構成企業も、主債務者の甲に対する債権をもって、連帯保証債務に係

る甲の債権と相殺してはならない。 

５ いずれの構成企業も、連帯保証債務の履行により甲の主債務者に対する権利

につき代位した場合であっても、主債務の履行が完了するまで、代位した権利を

行使してはならない。いずれの構成企業も、甲から請求を受けた場合、代位によ

る権利又は順位を甲に無償で譲渡するものとする。また、いずれの構成企業も、

連帯保証債務の履行により主債務者に対して求償権を取得した場合であっても、

主債務の履行が完了するまで、当該求償権を行使してはならない。ただし、甲が

事前の書面による承諾をした場合には、この限りでない。  
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６ いずれの構成企業も、連帯保証債務の内容は、事業契約の内容の変更を含む主

債務の内容の変更に従って、当然に変更されるものとすることを認識しかつ了

解しており、これに如何なる異議も述べない。 

７ 前各項にかかわらず、設計・建設工事請負契約に基づく責任については、設

計・建設事業者である構成企業のみが連帯して責任を負い、設計・建設事業者で

はない構成企業は責任を負わない。 

 

（事業契約の不調） 

第 15 条 事由の如何を問わず、事業契約の全部又は一部が締結に至らなかった場

合には、本契約に別段の定めがない限り、当該契約の当事者となるべき者が当該

契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とする。 

 

（秘密保持） 

第 16 条 甲及び乙は、本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報

及び乙が本事業に関して知り得た秘密情報（以下個別又は総称して「秘密情報」

という。）を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、

本契約の履行又は本事業の遂行以外の目的で、かかる秘密情報を使用してはな

らず、本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承

諾なしに第三者に開示してはならない。ただし、裁判所により開示が命ぜられた

場合及び甲又は乙が大和市情報公開条例（昭和 61 年条例第 30 号）その他の法

令に基づき開示する場合は、この限りではない。 

２ 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。 

(1) 開示される以前に公知であったもの 

(2) 開示された後に、甲又は乙の責めによらずに公知になったもの 

(3) 開示される以前から甲又は乙が保有していたもの 

(4) 甲又は乙が正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負わずに知得

したもの 

(5) 甲又は乙が、相手方から開示された秘密情報によることなく、独自に開発

したもの 

３ 第１項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の各号に掲げる場合には、相手方

の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情

報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、

犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。 

(1) 弁護士、公認会計士、税理士及び国家公務員等の法令上の守秘義務を負担

する者に開示する場合 

(2) 法令等に従い開示が要求される場合 
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(3) 権限ある官公署の命令に従う場合 

(4) 甲が秘密保持契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合 

(5) 構成企業が他の構成企業に開示する場合及び乙が SPCを設立する場合にお

いて当該 SPC に開示する場合 

(6) 甲が、本施設の維持管理・運営業務を維持管理・運営事業者以外の第三者

に委託する場合において当該第三者に開示する場合、本事業に関連する工事

の受注者に対して開示する場合又はこれらの第三者を選定する手続におい

て特定若しくは不特定の者に開示する場合 

４ 乙は、本契約の有効期間中及び本契約の終了後においても、個人情報の保護に

関する法律（平成 15 年法律第 57 号）その他個人情報の保護に関する全ての関

係諸法令及び本契約（以下まとめて本条で「法令等」という。）の規定を遵守し、

本事業の業務を遂行するに際して知り得た個人情報を開示又は漏洩してはなら

ない。 

５ 乙は、本契約の有効期間中及び本契約の終了後においても、前項の法令等を遵

守する。 

６ 乙は、事業契約の履行のため、協力企業に対して秘密情報の取扱を委託する必

要がある場合は、当該協力企業から、本条に規定する秘密及び個人情報を開示又

は漏洩しない旨の誓約書を受領し、甲へ提出する。また、乙が SPC を設立する場

合、SPC から、本条に規定する秘密及び個人情報を開示又は漏洩しない旨の誓約

書を受領し、甲へ提出する。 

７ 乙、協力企業若しくは SPC が前三項の義務に違反したこと又は乙、協力企業

若しくは SPC の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏えい等の事故が発

生したことによって、甲が損害を被った場合、乙は、甲に対しその損害を賠償す

るとともに、必要な措置をとらなければならない。 

 

（有効期間） 

第 17 条 本契約の有効期間は、本契約が締結された日から次項に掲げる終了事由

が生じた日までとし、その終了のときまで、本契約の各規定は甲及び乙を法的に

拘束するものとする。 

２ 本契約は次の各号の事由が生じたときに終了するものとする。 

(1) 設計・建設工事請負契約、維持管理・運営業務委託契約のいずれかが締結

に至らなかった場合。 

(2) 締結した設計・建設工事請負契約、維持管理・運営業務委託契約のいずれ

かが解除その他の理由で終了した場合。ただし、設計・建設工事請負契約の

契約目的達成による終了を除く。 

(3) 維持管理・運営業務委託契約が維持管理・運営期間満了により終了した場
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合。 

３ 前２項にかかわらず、本契約が終了した後も、第 14 条、前条及び第 19 条の

規定は有効に存続するものとする。ただし、前条の効力維持期間は、本契約の有

効期間満了後５年間に限る。 

 

（契約の解除） 

第 18 条 甲は、次のいずれかの事由が生じた場合には、事業契約の全部又は一部

を解除することができる。 

(1) 乙の全部又は一部が第７条第３項のデフォルト事由に該当するとき。 

(2) 乙が募集要項に定める参加資格要件を満たしていないか、又は満たさなく

なったとき。ただし、乙の全部又は一部が参加資格要件を満たしていないか、

又は満たさなくなったときにおいて、甲が指定する期間内に、参加資格要件

を満たすと甲が承諾する後継企業に対して、参加資格要件を満たしていない

か又は満たさなくなった乙の全部又は一部が本事業に関連する契約上の地

位を承継させたときを除く。 

(3) 乙が基本協定及び事業契約のいずれかの規定に違反した場合において、甲

が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の是正を請求したにもかかわらず、

当該相当期間内に当該違反が是正されないとき。 

(4) 基本協定及び事業契約（本契約を除く。）のいずれかが甲により解除された

とき。 

２ 前項各号が定める解除権の行使原因が乙の責めに帰すべき事由によるもの

である場合には、同号に基づく解除により乙に損害が生じた場合であっても、

甲は何ら責任を負わず、乙は甲に対して損害の賠償を求めることはできない。 

 

（準拠法及び管轄裁判所） 

第 19条 本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとする。 

２ 甲及び乙は、本契約に関して生じた甲乙間の紛争について、横浜地方裁判所を

第一審の専属管轄裁判所とすることに合意する。 

 

（誠実協議） 

第 20 条 本契約に定めのない事項が生じた場合、又は本契約に関し疑義が生じた

場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議して定めるものとする。 

 

以上を証するため、本契約書を●通作成し、各当事者がそれぞれ記名押印の上、各

１通を保有する。 
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令和８年 月 日 

 

 

（甲）神奈川県大和市下鶴間一丁目 1 番 1 号 

   大和市 

大和市長 古谷田 力 

 

 

 

    （乙）企業グループ名 

（構成企業：代表企業） 

［所 在 地］ 

［社  名］ 

［役職 代表者氏名］ 

 

 

（構成企業） 

［所 在 地］ 

［社  名］ 

［役職 代表者氏名］ 

 

 

（構成企業） 

［所 在 地］ 

［社  名］ 

［役職 代表者氏名］ 

 

 

（構成企業） 

［所 在 地］ 

［社  名］ 

［役職 代表者氏名］ 
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【別紙１】 

 

本事業の概要 

 

１ 本事業名称 

北部浄化センター汚泥有効利用施設整備運営事業（債務負担行為） 

 

２ 本事業の対象となる施設 

大和市北部浄化センター 

 

３ 本事業場所 

大和市下鶴間 2698 番地 

 

４ 本事業目的 

(1) 消化工程の導入による脱炭素化 

(2) 汚泥有効利用 

(3) 北部浄化センター包括的民間委託 

 

５ 本事業概要 

本事業は、老朽化した北部浄化センター焼却施設の更新検討を踏まえ、更なる

温室効果ガスの削減のため消化工程を導入するとともに、発生汚泥の有効利用

を目的とする。 

また、より一層の効果を得るため、水処理を含めた北部浄化センター全体での

維持管理・運営業務を行う。 

なお、本事業は民間事業者のノウハウを活用し、効果的に実施するため、汚泥

の有効利用先の確保及び処理・処分を含んだ包括的民間委託として 25 年間行う。 

 

６ 業務概要 

(1) 設計・建設に関する業務 

設計・建設事業者は、本事業の維持管理・運営期間を通じて安定的に汚泥の

資源化を行うため、汚泥有効利用施設等の設計・建設を行う。 

ア 設計 

イ 土木工事 

ウ 建築工事 

エ 機械設備工事 

オ 電気設備工事 
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カ 撤去工事 

キ その他本事業を実施する上で必要な業務 

(2) 維持管理・運営に関する業務 

維持管理・運営事業者は、本事業の維持管理・運営期間を通じて安定的に汚

泥の資源化・水処理を行うため、本施設の維持管理・運営を行う。 

ア 維持管理業務実施計画の策定 

イ 運転管理業務 

ウ 保全管理業務 

エ 修繕業務 

オ その他本事業を実施する上で必要な業務 

(3) 汚泥有効利用 

事業者は資源化した汚泥の有効利用先を確保し有効活用を図る。具体的な

利用先等については事業者の提案によるものとする。 

ア 資源化物有効利用計画の策定 

イ 資源化物の製造・販売業務 

 

７ 本事業方式 

DBO（Design-Build-Operate）方式 

 

８ 本事業期間 

(1) 設計・建設工事請負期間 

設計・建設工事請負契約確定日から令和 13 年３月 31 日まで（試運転期間

を含む。なお、工事完了日が令和 13 年３月 31 日以降になった場合は、当該完

了日まで） 

(2) 維持管理・運営業務委託期間 

令和８年 10 月１日から令和 33 年９月 30 日まで（維持管理・運営開始日が

令和８年 10 月１日以降になった場合は、当該開始日から 25 年間） 

(3) 資源化物維持管理・運営期間 

汚泥有効利用施設の設計・建設完了日の翌日を開始日とし、終了日について

は令和 33 年９月 30 日までの期間において事業者提案とする（資源化施設の

撤去期間を含む。） 

 

以上  
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【別紙２】 

 

SPC 設立時における SPC の資本金の額及び株主構成 

 

資本金の額： 

発行済株式の総数： 

 

出資構成企業（代表企業) 

企業名： 

所在地： 

出資額： 

引き受ける株式の総数： 

議決権保有割合： 

 

出資構成企業 

企業名： 

所在地： 

出資額： 

引き受ける株式の総数： 

議決権保有割合： 

 

出資構成企業 

企業名： 

所在地： 

出資額： 

引き受ける株式の総数： 

議決権保有割合： 

 

出資構成企業 

企業名： 

所在地： 

出資額： 

引き受ける株式の総数： 

議決権保有割合： 
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【別図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【別図】 



 

 

【様式（第６条）】 

年 月 日 

 

大和市長 あて 

 

 

出 資 者 誓 約 書 

 

北部浄化センター汚泥有効利用施設整備運営事業（債務負担行為）（以下「本事

業」という。）について、大和市（以下「市」という。）から維持管理・運営業務の

委託を受ける●（以下「SPC」という。）に関し、SPC の株主である●、●、●及び

●（以下、個別に又は総称して「出資構成企業」という。）は、本日付けをもって、

市に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ表明及び保証いたします。 

 

記 

 

１ SPC が、●年●月●日に会社法上の株式会社として適法に設立され、本出資者

誓約書の提出日現在、有効に存在すること。 

２ SPC の誓約時点における発行済株式総数は●株であり、うち●株を●が、●株

を●が、●株を●が、●株を●がそれぞれ保有していること。 

３ SPC の誓約時点における株主構成は、代表企業である●の議決権保有割合が

100 分の 50 を超えていること。 

４ 代表企業である●の議決権保有割合が 100 分の 50 を超える状態を、SPC の設

立時から本事業の終了までを通じて維持すること。 

５ 出資構成企業は、本事業の終了までの間、SPC の株式又は出資を維持し、市の

事前の書面による承認がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分

（合併、会社分割等による包括承継を含む。）を行わないこと。また、出資構成

企業の一部の者に対して出資構成企業が保有する SPC の株式若しくは出資の全

部又は一部を譲渡する場合においても、市の事前の書面による承諾を得て行う

こと。 

６ 出資構成企業が、本事業に関して知り得た全ての秘密情報について、市の事前

の書面による承諾がある場合を除き、第三者に開示しないこと。 

  



 

 

 

（出資構成企業：代表企業） 

［所在地］ 

［企業名］ 

［役職 代表者氏名］ 

 

 

（出資構成企業） 

［所在地］ 

［企業名］ 

［役職 代表者氏名］ 

 

 

（出資構成企業） 

［所在地］ 

［企業名］ 

［役職 代表者氏名］ 

 

 

（出資構成企業） 

［所在地］ 

［企業名］ 

［役職 代表者氏名］ 


